
多重債務で悩んでいる皆さんへ 
※利息制限法に基づく引直し計算によって皆さんの借入残高が減ることをご存知ですか？ 

 
消費者金融，信販会社等からの借入金の支払には，利息制限法という法律によれば無効

であり支払義務のない利息（利息のうち年１５％～２０％を超える部分）が含まれている

のが通例です。 
＜利息制限法の上限金利＞ 

元本の額 利息制限法の上限金利 消費者金融等の通常金利 
１０万円未満 ２０％ 
１０万円以上～１００万円

未満 
１８％ 

１００万円以上 １５％ 

２５％～２９．２％ 

 
したがって，一般的には５～１０年程度の期間，真面目に支払いを継続していれば，消

費者金融等に対する借金はなくなっていることが多く，逆に，取引がそれ以上の期間継続

しているような場合には，払い過ぎた利息を取り返すことが可能になる場合があります（こ

れを「過払金請求」といいます）。 
＜利息制限法のイメージ図＞ 

 
約定金利 29.2％            上限金利 18%   弁護士 

消費者金融   まだ残高５０万円   消費者  利息制限法によれば  司法書士 
信販会社     残っていますよ！       全額支払済ですよ！  法律相談 
カード会社  
 

 
もっとも，これらの利息制限法に基づく計算（これを「引直し計算」と呼びます）をす

るためには，消費者金融等に対して，初回借入以降の全取引履歴の開示を求め，これを元

に利息制限法に基づく正しい元本を確定する必要があります。 
 

＜引直し計算の事例＞ 
３社から借入れのある消費者Ｘさん。借入残高は合計７９万円。返済しても返済しても

一向に元金が減らないので困っていますが，これを利息制限法で引直し計算してみるとど

うなるのでしょうか？ 
Ａローン 
５年前に利率 29％で 50 万円を借入れて，返済は毎月 1 万 3000 円を滞りなく支払って

きた。現在、消費者金融から残元金は 38 万円と言われている。 
⇒引直し計算をすると，元本は全額支払済みで 15000 円の払い過ぎ（過払）でした。 



Ｂローン 
10 年前に利率 27％で 50 万円を借り入れて，返済は毎月 2 万 2000 円を滞りなく支払

ってきた。毎年 10 万円程度借り増して，5 年前には 50 万円の借り増し，2 年前に 30
万円の借り増しをしている。現在，消費者金融からは残元金は 25万円と言われている。 
⇒引直し計算をすると，元本は全額支払済みで 42 万円の払い過ぎ（過払）でした。 

Ｃキャッシング 
３年前に利率 25％で 30 万円を借入れて，返済は毎月 9000 円を滞りなく支払ってきた。

現在、消費者金融から残元金は 16 万円と言われている。 
⇒引直し計算をすると，残元本はあと 9 万 4000 円でした。 

 
▼結局，3 社の引直し計算をすることによって借金はなくなりました 

過払分（1 万 5000 円＋42 万円）－残債務 9 万 4000 円 ＝ 34 万円（手元に残る） 
 
これらの取引履歴開示請求，引直し計算，元本確定後の弁済案の提示，過払金の請求な

どは法律業務に該当するため，金融機関等に依頼することはできません。 
したがって，利息制限法に基づく正確な借入額を把握するためには，債務整理手続きに

詳しい弁護士，司法書士に相談・依頼されることをお勧めします。なお，弁護士等の債務

整理では，利息制限法による残元本の確定を行った後の分割弁済案については，それまで

の遅延損害金や将来の利息を付けない取扱いが一般的です。また，弁護士等に依頼して債

務整理を行う場合は、当該弁護士等に支払う費用（報酬、実費等）がかかります。詳しく

は各弁護士、司法書士にお問い合わせください。 
 
大阪弁護士会  TEL０６－６３６４－０２５５(案内) 
京都弁護士会  TEL０７５－２３１－２３３５ 
滋賀弁護士会  TEL０７７－５２２－２０１３ 
奈良弁護士会  TEL０７４２－２２－２０３５ 
兵庫県弁護士会 TEL０７８−３４１−７０６１ 
福井弁護士会  TEL０７７６－２３－５２５５ 
和歌山弁護士会 TEL０７３－４２２－４５８０ 
 
大阪司法書士会 TEL０６－６９４１－５３５１ 
京都司法書士会 TEL０７５－２４１－２６６６ 
滋賀県司法書士会 TEL０７７－５２５－１０９３ 
奈良県司法書士会 TEL０７４２－２２－６６７７ 
兵庫県司法書士会 TEL０７８－３４１－６５５４ 
福井県司法書士会 TEL０７７６－３０－０００１ 
和歌山県司法書士会 TEL０７３－４２２－０５６８            以上 


